
H27.6

 １、はじめて障害者サービスを利用する場合

 利用者または代理人 図書館 教育委員会

 ・申請書はHP「障害者サービス」から出力できます

 ・必要書類を添付の上申請してください。

 ・通知受理後、サービスの利用が可能になります。

 ２、郵送貸出サービスの利用について（視覚障害の人以外）

 利用者または代理人 図書館

 ・氏名、住所、電話番号等の連絡先
 　資料名を伝える

 　　郵送①～③を含め、３週間の貸出です。

「和光市図書館利用困難者
事業利用登録申請書」（様
式第１号）を提出する。

申請書受理

教育委員会へ提出 申請書受理

登録の可否を行う

「和光市図書館利用困難
者事業利用登録決定通
知書」を送付する。

「和光市図書館利用困難者
事業利用登録決定通知書」
を受理。

予約をする
（電話、メール、FAX等） 資料を手配する

資料及び返信用封筒を郵
送（郵送①）

内容・添付資料
の確認

同封された返信用封筒で返送
（郵送③）

資料を受取る
（郵送②）

資料を受取り返却をする

郵送貸出サービス
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 ２、郵送貸出サービスの利用について（視覚障害の人）

 利用者または代理人 図書館

 ・氏名、住所、電話番号等の連絡先
 　資料名を伝える

 　　郵送①～③を含め、３週間の貸出です。

 　図書館へ直接返却も可能

予約をする
（電話、メール、FAX等） 資料を手配する

資料を専用のケースに入れ
郵送（郵送①）

専用のケースに入れ「宛先」
を差し換える。

資料を受取る
（郵送②）

資料を受取り返却をする

郵便局へ直接持ち込む又は集荷
依頼をする。

【郵便局】
集荷専用電話番号0800-0800-
111
(固定電話・携帯電話ともに無料)

①上記番号に電話をかけ、ご自身の郵
便番号を伝える。
②担当郵便局の担当者へ繋がったら、
集荷依頼をする。
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